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コメント:開 発 にお ける「ミクロ」と「マクロ」の視 点 はい か に融 合 し得 るか

森 晶 寿†

日本 の対 外援助 はなぜ経 済インフラに重 点

的に配分 してきたのか.そ して,経 済インフラへ

の重 点的援助 がなぜ 環境破 壊を起こしやす い

のか.私 のコメントでは,こ の点を整理した上で,

対外援助プロジェクトが深刻な環 境破 壊を起こ

さないようにするには何 をす べきかという観 点か

ら,問 題提起と質問をいたします.

まず 経済発展 プロセスにおけるインフラ整 備

の重要性 については,ア メリカ国内での議 論 を

契機に,現 在再 び注 目され ています.特 にアジ

ア途 上国においては,1980年 代後半以降進行

した外資主導の輸 出主導型工業化が急速な都

市化を招 いた結果,既 存 のインフラ施設のみで

は十分 に都 市としての機 能が果たせなくなって

きてお り,か つインフラ不 足がさらなる工業化 と

経済発展を実現していく上でののボトルネックと

なりつつあるために,イ ンフラ整備 の重要性 ・緊

要性 が強調され ているのであります.

ではなぜインフラ整 備 がこれ ほどまでに遅れ

たのかと申しますと,そ れ は途 上国の政府 部 門

が1980年 代を通 じて経済インフラへの投資 を

むしろ減少させてきたことが主要な要因でありま

す.こ れ は,1980年 代初頭 に世 界的不景気 と

高金利 に直面 して,海 外か らの新 規資金 が民

間ベ ースでも政府ベースでも得 ることが困難 に

なる一方 で政府部 門の連 結 累積 債務 が著 しく

増 大した結 果,政 府支 出を主 に債務返 済 に配

分したからであります.特 に国際的な通貨 調整

により円高が進行した1985―87年 にASEAN4ヶ

国(マ レーシア,タ イ,イ ンドネシア,フ ィリピン)

の政府部 門の連結累積 債務はピークに到 達し,

この時期以降急激 に累積 債務一特 に商業銀行

から借 入した対 外累積債 務一 の削減 を急速 に

行っていきます.そ して債務 返済支 出の増 大の

ために最も資金を削減 されたのが,経 済インフ

ラ整 備へ の支 出でありました.と ころが経 済イン

フラへの支 出の削減 は一時 的なものではなく,

外資が流入 して急速な工業化が実現した1990

年代初めまで続いたのであります.

この結果何 が起こったかと申しますと,ま ず輸

出向け工業 生産を行 う外 資 は,相 対 的に経済

インフラの整備 がなされている首都 圏かその周

辺 の輸 出加 工 区や工業 団 地 に集 中的 に工場

立地 を行い,そ うでない地 方都 市にはあまり立

地を行わない.そ の中で途 上 国政 府 は外 資誘

致 と競 争力 強化 を図るために,い わば後 追 い

的 に,な けなしの経 済インフラへの支 出を首都

圏かその周辺 のインフラの整備 に配分しました

が,こ のことがますます企業 立地を首都圏 周辺

に集 中させ,経 済インフラの整備 の相対 的な遅

れをより一層激 しくしたのであります.さ らに,例

えばバンコクの状 況を見ます と,産 業廃 棄物 の

処理 場や 上下水 道等 の環境インフラも遅れ て

おりまして,こ のこともまた経済発展 のボトルネッ

クとして認識されっっあります.

このように一国の経 済発展という「マクロ」の視

点 から見ますと,廃 棄 物 処理 場や 上 下水道 も
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含 めた経 済インフラの整備 は途 上国 にとって必

要不可欠 であり,そ れゆえに 日本 をはじめとす

る国 際援助 機 関がインフラ整備 に資 金援 助を

行 うことを,イ ンフラが公 共財 的な性質 を持 っと

いう論 理とともに,正 当化 しうるのであります.こ

の論 理 はまた,戦 後 の 日本 の経 済発 展 プロセ

スにおいて世界銀 行等からの援助 資金 を経 済

インフラに重点的 に配分 したことが 日本の高度

経済成長 の礎 になった,と の認識 にも裏 付けさ

れているようであります。

ところが 日本 の援助 プロジェクトで経済インフ

ラの比重 が高いのは,上 で述べ ました論理 とは

別の論理が働 いているように思 われ ます.そ れ

は,ま ず 日本企 業の海外 での活動 を拡大す る

ため に援助,貿 易,直 接投 資の有機 的連 関を

求めて「三位 一体型 」援助 が 目指 されておりま

す.こ の論理 では,日 本 の援 助 によって経 済イ

ンフラの整備を行い,そ のインフラを利 用して援

助受入国で外 国の民間企 業が生産活動 を行 い,

そのことにより援 助受入 国で貿易を増 大させて

援助受 入 国の経 済発展 を促進 することを 目的

としています.こ の目的の実現 のために,経 済イ

ンフラへの資金援 助は不 可欠 の構 成要 素 とな

っているのです.

この論理と同様 に注 目すべきなのは,円 借 款

を正 当化 してきた論理であります.こ れ は,途 上

国の 自助努 力を引き出すためには援 助の中核

が円借款という低 利融 資でなけれ ばならない,

円借款である以 上長期 的ではあれ経済 的収 益

の期待 される経済インフラ部 門に配 分されるの

が通 例 であり,経 済成 長著 しい西 太平 洋地 域

に重点 的 に配 分 され る,と いうものであります

(渡辺,1991参 照).

このように 日本 の援助 を支 える論 理そ のもの

に経 済インフラへの重 点的な資金 援助を行うイ

ンセンティヴが含 まれているわけであります が,

この論理にプロジェクトの規模 を大きくしようとす

るインセンティヴが結びつ いた場 合 には(例 え

ば,要 請 主義を機能 させ る媒 体としてコンサル

タントや総 合 商社がプロジェクトの発 掘 や調 査

を行う場合(絵 所,1993)),自 然環境や社会 環

境,先 住 民に対 し深刻 な悪影響を及ぼしやすく

なります.ま た整備 した経済インフラの上に集 中

的な民 間投 資が行われます と,経 済インフラ建

設 時のものに加 えて副次的 ・累積的な悪影 響も

発 生しえます.

援助 プロジェクトを通 じた 開発 と,環 境ないし

社 会環 境の保 全 目標 とが対 立する場 合,ま ず

考 えられ るの は,援 助 供与 機 関の側 で十 分な

環境 アセスメントや 社会アセスメントの手続きを

設 定し,実 施 体制を整備 することで対処 してい

くことであります。この点 については,OECD理

事会 の勧告 を受 けて1980年 代後 半以降どの

国の援助機 関でも行ってきております.と ころが

その具体 的な手続 きを科 学性と民主性 の観 点

から検討 しますと,ア メリカ援 助庁 にしろ世界銀

行 にしろ,民 主性,特 に途上 国 国内で悪影 響

を受 けうる住 民のアセスメントプロセスへ の実質

的参 加 については,せ いぜい途上 国の義務規

定にしかなっておりません.そ の代わりとして,

というのも変ですが,世 界銀行 ではアセスメント

手続 きに蝦 疵があった場合 に訴訟を起こすこと

の出来る制度(審 査パネル)を 備 えてお ります.

しかし日本 の援 助プロジェクトに対す る環 境ア

セスメント手続 きでは,形 式 的な参加 も住 民移

転がある場合のみにのみ認 められるだけであり,

また科 学性 につい ても,代 替案 の十 分な比較

検討 がなされているのか分からない,影 響 評価

を行うべき対 象が比較 して狭いなど,国 際 的に

見て手続 きが十分に整備 されているとは云えな

いのが現状であります(森,1996参 照).

このため,環 境ないし社 会環境 を保全 しっ っ

援助 プロジェクトを通 じた開発を支援していくに

は,少 なくとも日本 の援助 プロジェクトに対 する

環境 アセスメント手続 きを他 の国際援助機 関並

に充実 することが不 可欠 であります.も っともそ

れだけでは必 ずしも十分ではないことが,鷲 見

報告 でなされています.し かし途上 国の発 展の
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ため には一 定の 開発 が必要 であるとの立 場 に

立つ ならば,あ るいは現 実に資金 援助 が行 わ

れている現状 を直視 するのであれ ば,『 ノーモ

ア援 助』といってばかりもおられず,具 体的 に何

らかの代 替案 を提示し検討 していく必要があり

ます.そ の代替案 として現在行われつつあるの

が,個 別プロジェクトのフォローアップの強化 で

あり,環 塊 コンディショナリティとしての国家環境

行動計 画の策定 ・実施 や途 上国政府の環 境管

理能力構 築のための援 助であり,また長期的な

開発 のマスタープラン作成 に対する支援ではな

かろうかと思います.そ こで,こ れ らの措置 につ

いて現在 どのように評価 され ているのかについ

て,ま ず質 問いたします.

2っ めの質 問は,途 上国国内,政 府 のみでな

く企 業や 国民も含 めた環境管理 能力 の構築 を

どのように進めて行くべきか,と いうものです.こ

の点を取り上げるのは,環 境アセスメント適 用の

ダブルスタンダードの問題 があるからです.つ ま

り,途 上 国国内で実施される開発 プロジェクトの

うち,対 外援助を導入したものはより厳しい環境

アセスメント手続きを適用 し,政 府 自らないし商

業ベ ースで資金調 達 したものについては国 内

の相対 的 に緩 い手続きに従 うことになる.こ れ

では途上 国の国民も納 得できないものと考えら

れ ます.し かし主権の問題 があるため,途 上 国

国内での環境意識の高まりとそれ に応 じた環境

管 理能 力の構築を待 たなけれ ば解決 できない

という側面もあります.こ の点 に関して 目本の環

境 政 策の経験 に鑑 みますと,環 境 政 策を進 展

させ たのが地 方 自治 体であり,そ れ を支援 した

住 民 であったことか らも,そ うしたレベルでの環

境 意 識 の向上が不 可欠 であると云えましょう.

先ほどの 白石報告 にもありましたように,日 本で

は中央政府 間だけでなく地方 自治体 間での環

境援助協力も始められているとのことであります

が,こ うした形態 での環境援助 協力 が現在 まで

どのような成果を上げてきてお り,ど のような限

界を抱えているのかについて質 問いたします.
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